
６
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
70
号
「
三
原
市
税
条
例

等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
平
成
30
年
度
税
制

改
正
に
伴
う
地
方
税
法
の
改

正
及
び
生
産
性
向
上
特
別
措

置
法
の
制
定
に
よ
り
、
三
原

市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
今
回
の
税
制
改
正
に
よ

り
、
障
害
者
等
の
非
課
税
限

度
額
が
10
万
円
引
き
上
げ
ら

れ
る
こ
と
に
よ
る
影
響
は
。

答
平
成
30
年
度
課
税
ベ
ー

ス
で
算
出
し
た
場
合
、
こ
れ
ま

で
課
税
で
あ
っ
た
10
名
が
非

課
税
と
な
り
、
13
万
３
９
０
０

円
の
減
額
が
見
込
ま
れ
る
。

議
第
72
号
「
三
原
市
地
方
活

力
向
上
地
域
に
お
け
る
固
定

資
産
税
の
不
均
一
課
税
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
」

【
要
旨
】
地
域
再
生
法
の
一

部
改
正
を
踏
ま
え
、
東
京
23

区
内
に
本
社
を
有
す
る
企
業

が
、
本
社
機
能
を
本
市
に
移

転
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
、
現
行
の

３
年
間
税
率
を
軽
減
す
る
不

均
一
課
税
か
ら
、
３
年
間
課

税
免
除
と
す
る
措
置
に
拡
充

す
る
た
め
に
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
全
国
的
に
本
社
機
能
を

東
京
23
区
か
ら
移
転
し
た
事

例
は
あ
る
の
か
。

答
一
例
と
し
て
、
大
手
非

鉄
金
属
メ
ー
カ
ー
が
本
社
機

能
の
一
部
を
発
祥
の
地
で
あ

る
富
山
県
内
へ
移
転
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
市

へ
の
移
転
の
事
例
は
な
い
こ

と
か
ら
、
企
業
へ
の
Ｐ
Ｒ
を

行
い
、
人
口
減
少
対
策
の
一

環
と
し
て
も
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
70
号

ほ
か
６
件
に
つ
い
て
、
全
員

一
致
、
提
案
理
由
を
了
と

し
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

６
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
77
号
「
三
原
市
家
庭
的

保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
従
う
べ
き
基
準
で

あ
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
が
一
部
改
正
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
同
様
の
改
正
を
行
う

た
め
、
条
例
の
改
正
を
行
い

た
い
と
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
本
市
の
家
庭
的
保
育
事

業
等
へ
の
効
果
は
。

答
市
内
に
事
業
所
が
あ
る

小
規
模
保
育
事
業
・
事
業
所

内
保
育
事
業
に
つ
い
て
は
、

一
時
的
に
保
育
の
受
け
入
れ

が
困
難
な
場
合
の
代
替
保
育

の
提
供
に
あ
た
っ
て
、
保
育

所
・
幼
稚
園
等
の
連
携
施
設

の
確
保
が
著
し
く
困
難
な
場

合
は
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
小

規
模
保
育
事
業
等
が
連
携
協

力
し
た
上
で
保
育
が
提
供
で

常
任
委
員
会
報
告

総
務
財
務
委
員
会

厚
生
文
教
委
員
会

き
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
家

庭
的
保
育
事
業
に
つ
い
て

は
、
現
在
市
内
に
当
該
事
業

所
が
な
い
た
め
、
提
供
す
る

食
事
の
搬
入
施
設
の
制
限
緩

和
及
び
自
園
調
理
の
体
制
確

保
に
係
る
経
過
措
置
期
限
の

５
年
延
長
に
つ
い
て
は
影
響

が
な
い
。

問
家
庭
的
保
育
事
業
の
今

後
の
見
通
し
は
。

答
今
後
申
し
出
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
保
護
者
の
ニ
ー

ズ
や
未
入
所
児
童
の
状
況
を

見
極
め
て
導
入
す
る
か
否
か

を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

議
第
79
号
「
三
原
市
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
」

【
要
旨
】
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
放
課
後
児
童
支
援

員
の
資
格
要
件
に
つ
い
て
所

要
の
整
理
を
行
う
た
め
、
条

例
を
改
正
し
た
い
と
す
る
も

の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
教
員
免
許
状
を
有
す
る

者
の
放
課
後
児
童
支
援
員
の

資
格
に
つ
い
て
は
。

答
教
員
免
許
更
新
制
度
導

入
後
、
免
許
を
更
新
せ
ず
、

失
効
し
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
も
、
こ
の
改
正
に
よ
り
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員
の

資
格
の
対
象
と
な
る
。

問
資
格
要
件
緩
和
の
効
果

は
。

答
こ
れ
ま
で
は
５
年
以
上

の
実
務
経
験
が
あ
っ
て
も
資

格
が
な
い
と
、
継
続
雇
用
が

難
し
か
っ
た
が
、
今
後
は
５

年
の
実
務
経
験
に
よ
り
指
導

員
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
と

な
る
た
め
、
人
材
確
保
に
つ

な
が
る
。

議
第
83
号
「
三
原
市
介
護
予

防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事

業
の
実
施
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
介
護
保
険
法
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
介
護
予

防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事

業
に
お
け
る
一
定
所
得
以
上

の
利
用
者
の
負
担
割
合
を
見

直
す
た
め
、
条
例
を
改
正
し

た
い
と
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
介
護
保
険
に
お
け
る
３

割
負
担
と
な
る
利
用
者
に
つ

い
て
は
。

答
昨
年
度
の
数
値
か
ら
試

算
し
た
予
想
さ
れ
る
３
割
負

担
と
な
る
利
用
者
は
、
１
３

０
人
か
ら
１
９
０
人
程
度
で

あ
る
が
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
制
度
に
よ
り
、
所
得
基

準
に
関
係
な
く
、
負
担
限
度

額
が
約
４
万
４
千
円
と
な

り
、
一
定
の
負
担
の
抑
制
が

図
ら
れ
る
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
83
号

に
つ
い
て
は
、
起
立
採
決
の

結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ

て
、
ま
た
残
余
の
６
件
に
つ

い
て
は
、
全
員
一
致
、
提
案

理
由
を
了
と
し
、
原
案
ど
お

り
可
決
し
た
。
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６
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
86
号
「
三
原
市
立
図
書

館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て
」

【
要
旨
】
地
方
自
治
法
第
２

４
４
条
の
２
第
６
項
の
規
定

に
よ
り
、
市
内
４
箇
所
の
市

立
図
書
館
の
指
定
管
理
者
を

指
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

議
会
の
議
決
を
求
め
た
い
と

す
る
も
の
。
指
定
管
理
者
と

し
て
指
定
す
る
団
体
は
、
企

業
や
学
校
内
食
堂
運
営
業

務
、
各
種
施
設
管
理
運
営
を

主
業
務
と
す
る
、
シ
ダ
ッ
ク

ス
大
新
東
ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー

ビ
ス
株
式
会
社
が
代
表
団
体

と
な
り
、
図
書
の
販
売
を
主

業
務
と
す
る
株
式
会
社
啓
文

社
を
構
成
団
体
と
す
る
「
三

原
知
域
み
ら
い
創
造
グ
ル
ー

プ
」
で
あ
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
今
回
の
三
原
市
立
図
書

館
へ
の
指
定
管
理
者
導
入
に

係
る
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
審
査

結
果
に
つ
い
て
、「
提
案
内

容
の
評
価
」
に
関
し
て
は
、

次
点
の
団
体
の
得
点
数
が
上

回
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
指

定
管
理
料
の
提
案
価
格
評

価
」
に
お
け
る
10
点
の
得
点

差
で
、「
三
原
知ち

域い
き

み
ら
い

創
造
グ
ル
ー
プ
」
の
提
案

が
、「
最
優
秀
提
案
」
と
さ

れ
た
。
配
点
や
選
考
基
準
の

妥
当
性
は
。

答
「
提
案
内
容
の
評
価
」

の
配
点
は
、
２
５
０
点
満
点

中
、
２
０
０
点
を
占
め
て
お

り
、
中
に
は
１
項
目
に
つ
き

20
点
も
配
点
し
て
い
る
項
目

も
複
数
あ
る
こ
と
か
ら
、
指

定
管
理
料
の
提
案
価
格
で
評

価
が
下
回
っ
て
も
、
提
案
内

容
で
逆
転
は
十
分
可
能
で

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

次
点
の
団
体
に
つ
い
て
は
、

「
提
案
内
容
の
評
価
」
に
お

い
て
、
僅
差
で
は
あ
る
が
他

方
を
上
回
っ
て
は
い
る
も
の

の
、「
指
定
管
理
料
の
提
案

価
格
評
価
」
で
差
が
つ
き
、

結
果
的
に
は
次
点
と
な
っ
た

が
、
少
し
で
も
指
定
管
理
料

が
安
価
な
団
体
を
選
定
す
る

こ
と
は
市
と
し
て
の
責
務
で

あ
る
。
ま
た
、
選
定
さ
れ
た

事
業
者
の
提
案
の
ほ
う
が
、

次
点
の
も
の
よ
り
も
地
域
経

済
に
対
し
考
慮
さ
れ
て
お

り
、
本
市
や
中
心
市
街
地
活

性
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
る

と
講
評
さ
れ
て
い
る
た
め
、

適
当
な
選
考
結
果
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。

問
図
書
館
業
務
を
担
う
司

書
の
専
門
性
を
高
め
る
た

め
、
図
書
館
開
館
後
に
も
継

続
的
な
研
修
が
必
要
で
は
な

い
か
。

答
司
書
の
定
期
的
な
研
修

に
つ
い
て
は
、
提
案
の
中
で

企
画
さ
れ
て
い
る
が
、
司
書

は
図
書
館
の
要
と
な
る
人
材

で
あ
る
た
め
、
提
案
さ
れ
て

い
る
研
修
内
容
に
加
え
、
さ

ら
に
充
実
し
た
形
で
実
施
さ

れ
る
よ
う
に
協
定
書
の
中
で

定
め
て
い
き
た
い
。

問
指
定
管
理
者
の
駅
前
中

央
図
書
館
に
お
け
る
設
計
提

案
業
務
が
重
要
で
あ
る
。
今

後
の
運
営
に
も
関
わ
る
た

め
、
指
定
管
理
者
の
設
計
へ

の
十
分
な
関
与
が
必
要
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

答
基
本
的
な
設
計
業
務
自

体
は
鹿
島
グ
ル
ー
プ
が
行
う

も
の
で
あ
る
た
め
、
大
規
模

な
変
更
等
は
困
難
で
あ
る
も

の
の
、
サ
ー
ビ
ス
効
率
を
追

求
し
た
細
や
か
な
設
計
等
に

加
え
、
お
し
ゃ
れ
で
ゆ
っ
た

り
と
過
ご
せ
る
図
書
館
を
限

ら
れ
た
予
算
の
中
で
実
現
し

て
い
く
た
め
の
提
案
を
期
待

し
た
い
。

問
指
定
管
理
者
制
度
導
入

後
の
図
書
館
運
営
に
対
す
る

第
三
者
評
価
制
度
の
必
要
性

は
。

答
よ
り
良
い
図
書
館
運
営

の
た
め
に
、
多
く
の
意
見
を

参
考
に
す
る
こ
と
は
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。
第
三
者
評
価

制
度
導
入
の
是
非
に
つ
い
て

は
、
今
後
、
調
査
研
究
を
行

な
っ
て
い
き
た
い
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
全
員
一

致
、
提
案
理
由
を
了
と
し
、

原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

   

三
原
市
立
図
書
館
指
定
管
理
者
の
指
定
審
査
特
別
委
員
会

６
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
84
号
「
三
原
市
駐
車
場

設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
帝
人
通
り
駐
車
場

の
利
用
促
進
を
図
る
と
と
も

に
、
円
一
町
駐
車
場
更
新
時

の
代
替
駐
車
場
と
し
て
機
能

さ
せ
る
た
め
、
一
般
利
用
の

使
用
料
に
つ
い
て
一
日
最
大

料
金
制
を
導
入
す
る
こ
と
と

し
、
条
例
の
一
部
を
改
正
し

た
い
と
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
一
日
最
大
料
金
を
８
０

０
円
と
す
る
理
由
は
。

答
周
辺
の
民
間
駐
車
場
の

料
金
を
調
査
し
た
結
果
、
一

日
最
大
料
金
が
４
０
０
円
か

ら
２
４
０
０
円
と
な
っ
て
お

り
、
民
間
駐
車
場
と
の
バ
ラ

ン
ス
を
考
慮
し
た
平
均
的
な

料
金
で
あ
り
、
現
在
の
円
一

町
駐
車
場
と
同
額
の
８
０
０

円
と
す
る
。

問
一
日
最
大
料
金
制
を
導

入
す
る
こ
と
に
よ
る
利
用
台

数
及
び
収
入
の
影
響
は
。

答
平
成
26
年
度
か
ら
公
共

施
設
利
用
者
に
対
す
る
入
庫

後
２
時
間
無
料
と
合
わ
せ
て

同
制
度
を
導
入
し
て
い
る
円

一
町
駐
車
場
の
数
値
に
置
き

換
え
て
試
算
す
る
と
、
利
用

台
数
は
年
間
約
１
万
１
千
台

増
加
す
る
一
方
、
収
入
は
年

間
約
８
万
９
千
円
減
少
す

る
。

問
帝
人
通
り
駐
車
場
に
昼

間
の
定
期
利
用
を
求
め
る
市

民
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
て
い

る
の
か
。

答
周
辺
に
は
老
人
福
祉
施

設
も
あ
り
昼
間
の
定
期
利
用

を
望
む
声
は
い
た
だ
い
て
い

る
が
、
現
在
規
定
し
て
い
る

終
日
の
定
期
利
用
も
含
め

て
、
市
営
駐
車
場
と
し
て
担

う
べ
き
役
割
で
あ
る
か
を
今

後
、
公
共
施
設
総
合
管
理
計

画
を
推
進
す
る
中
で
検
討
し

て
い
く
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
84
号

に
つ
い
て
、
全
員
一
致
、
提

案
理
由
を
了
と
し
、
原
案
ど

お
り
可
決
し
た
。

経
済
建
設
委
員
会

帝人通り駐車場

駅前に建設予定の図書館パース図
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